
 

  湖沼水環境適正化対策モデル事業（猪苗代湖北岸部底質調査及び 

ヒシの有効活用の検討業務）委託業務契約書（案） 

 

１ 委託業務の名称   湖沼水環境適正化対策モデル事業（猪苗代湖北岸部底質調査及びヒシの有効

活用の検討業務）委託業務 

２ 業 務 委 託 料   金             円 

       （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金         円） 

３ 履 行 期 間   契約締結の日から令和６年１１月２９日まで   

４ 契 約 保 証 金   金            円也（又は免除） 

 

 上記委託業務について、発注者「福島県」を甲とし、受託者「        」を乙として、次の

とおり委託契約を締結する。 

 

（委託業務の仕様等） 

第１条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に従い、契約書に記載されている委託業

務を履行しなければならない。 

２ 仕様書に明示されないもので重要な事項については、甲乙協議してこれを定める。 

３ その他軽微な事項については、乙は甲の指示に従うものとする。 

 

（権利義務譲渡及び再委託の禁止） 

第２条 乙は、甲の書面による承認を得ないでこの契約によって生ずる権利、義務を第三者に譲渡し委

任し、又は下請けさせてはならない。 

 

（着手届） 

第３条 乙は、委託業務に着手したときは、甲に対し遅滞なく着手届を提出しなければならない。 

 

（主任技術者） 

第４条 乙は、委託業務を主として担当する職員（以下「主任技術者」という。）を定め、契約後遅滞

なくその氏名及びその他の必要な事項を書面で甲に通知しなければならない。 

  主任技術者を変更したときも、変更後遅滞なく通知することとする。 

 

（委託業務の内容の変更） 

第５条 甲は、必要と認めるときには、委託業務の内容を変更し又は一時中止させることができる。こ

の場合において、委託料の金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により

これを定める。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときには、乙は甲に対して損害の賠償を請求することがで

きる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。 

 

（乙の請求による履行期限の延長） 

第６条 乙は、天災等その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了す

ることができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して、書面により

履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。 

 

（損害負担） 

第７条 委託業務の実施に関して発生した損害（第三者に与えた損害を含む。）のために必要な経費は、

乙の負担とする。 



 

 ただし、その損害が甲の責めに帰する事由により生じた場合においては、甲が負担するものとし、

その金額は甲乙協議して定める。 

 

（検査及び引渡し） 

第８条 乙は、委託業務が完了したときは、甲に対し遅滞なく業務完了報告書を提出しなければならな

い。 

２ 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して 10日以内に業務完了の検

査をしなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、業務完了報告書について訂正を命ぜられたときは、乙は、遅滞な

く当該の訂正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とする。 

４ 乙は、前項の規定により命ぜられた訂正を完了したときは、甲に訂正完了の届を提出して検査を受

けなければならない。 

 この場合の再検査の期日については、第２項の規定を準用する。 

 

（委託料の支払い） 

第９条 乙は、前条第２項又は第４項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託

料の支払を請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による支払の請求があったときには、受理日から起算して３０日以内に支払うも

のとする。 

 

（履行期限の遅延及び遅延利息） 

第 10条  乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合において、甲が

認める期間まで委託業務を完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延利息を徴収して当

該期限を延長することができる。 

２ 甲は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を乙に通知するとともに、

当該期限の延長に関する契約を乙との間に締結するものとする。 

３ 第１項による遅延利息は、当初の履行期限（第５条第１項及び第６条の規定による履行期限の変更

があったときは、その期限とする。）から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託金額に年 

２．５％の割合で計算した額（当該額に１００円未満の端数があるとき、又はその金額が１００円未

満であるときは、その端数全額を切り捨てる。）とする。 

４ 甲の責めに帰すべき事由により、第９条第２項の規定による委託料の支払が遅れたときは、乙は甲

に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の金額に年２．５％の割合で計算した額（当該額に 

１００円未満の端数があるとき、又はその金額が１００円未満であるときは、その端数全額を切り捨

てる。）の遅延利息の支払の請求をすることができる。 

５ 第１項及び前項の規定に定める遅延利息の額の計算につき、第３項及び第４項の規定に定める年当

りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。 

 

（契約の解除） 

第 11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙の責に帰すべき事由により、頭書の契約期間に業務を継続する見込みがないと明らかに認めら

れるとき。 

（２）業務が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 

（３）乙、又はその代理人、若しくは使用人等に不正の行為があったとき。 

（４）正当な理由により、この契約の解除を申し出たとき。 

（５）暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号)第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実



 

質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者（福島県暴力団排除条例施行規則（平

成23年福島県公安委員会規則第５号）第４条各号に該当する者）に契約代金債権を譲渡したとき。 

（６）乙が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が

法人である場合にはその役員、その支店又は常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は

暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認

められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合

（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかっ

たとき。 

（７）前各号の他、この契約に違反したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合において、乙は、甲に対し委託料の額

又は契約解除部分相当額の10分の１に相当する額を支払わなければならない。 

３ 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約を解除することができる。 

４ 乙は、甲が委託業務の内容を変更したため、委託料の額が３分の２以上減少することとなるときは、

甲と協議の上、この契約を解除することができる。 

５ 前項の場合、乙は、甲に対し損害の賠償を請求することができる。 

 

（談合による損害賠償） 

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条に規定する契約の解除をするか否か

を問わず、賠償金として、契約金額の10分の２に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければな

らない。ただし、第１号又は第２号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第２条第９項の規定に基づく

不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項で規定する不当廉売に当たる場合そ

の他甲が特に認める場合はこの限りでない。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命

令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第１項の規定による課徴

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対し、刑法（明治40年法律第45

号）第96条の6の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損

害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償

を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

 

（遅延利息等の相殺） 

第 13条  この契約に基づく遅延利息又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲

はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。 



 

２ 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息及び賠償金にかかる債権につき、その保全

上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物

件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

３ 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等

をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期

限を繰り上げることができる。 

 

（秘密の保持） 

第 14条 乙は、本件の業務上知り得た委託業務の内容を、一切第三者に漏らしてはならない。 

 

（業務の調査等） 

第 15条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し又は報告を求めるこ

とができる。 

 

（個人情報の保護） 

第 16条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取

扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（契約外の事項） 

第 17条 この契約に定めのない事項は、必要に応じ、甲乙協議して定める。 

 

（紛争の解決方法） 

第 18条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在

地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

 

 

上記の契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 

令和６年 月  日 

 

 

                        甲 福島県福島市杉妻町２番１６号 

                            福 島 県 

                            福島県知事 内堀雅雄 

 

                        乙 （住  所）   

                            （氏  名）   

 

 

 

 



 

別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益を

侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。 

２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職

後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護

に関して必要な事項を周知させるものとする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な

範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外

に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（安全管理措置） 

第５ 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ず

る必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個

人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）及び「個人

情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」に基づき必要かつ適切な措置

を講じなければならない。 

（複写・複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録され

た資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（作業場所の指定等） 

第７ 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分（以下「個人情報取扱事務」という。）について、

甲の指定する場所で行わなければならない。 

２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録

された資料等を持ち出してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等

をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければ

ならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個

人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を

行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。 

（事故発生時における報告等） 

第９ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は

生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、

情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。 

（調査監督等） 

第10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を

求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。 



 

２ 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければなら

ない。 

（指示） 

第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うこと

ができる。 

（再委託の禁止） 

第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者（再委託先が子会社（会社法（平

成17 年法律第86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。以下次

項において同じ。）に委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う

個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 

（労働者派遣契約） 

第13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣

契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

（損害賠償） 

第14 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由

により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれによ

り第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求

償に応じなければならない。 

（契約解除） 

第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、

甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めると

ころによる。 

 



湖沼水環境適正化対策モデル事業（猪苗代湖北岸部底質調査及び 

ヒシの有効活用の検討業務）委託業務仕様書 

 

１ 目的 

猪苗代湖の北岸部では、水生植物「ヒシ」が分布域を拡大しており、ＣＯＤ（化学的酸

素要求量）上昇の原因の一つとして考えられており、県では水生植物刈取船による回収

や、人力によるヒシの回収活動を行っている。 

本事業は、ヒシ枯死体の堆積が水質に与える影響をより明確にするため、ヒシ回収活

動の有無による底質状況の比較調査を行うこと、並びに、ヒシ回収の活動持続可能性を

高めるため、ヒシの腐葉土としての有効性を調査することを目的とする。 

本仕様書は、福島県（以下「発注者」という。）が、委託先事業者（以下「受注者」と

いう。）に委託する「湖沼水環境適正化対策モデル事業（猪苗代湖北岸部底質調査及びヒ

シの有効活用の検討業務）」を円滑かつ効率的に行うために必要な事項を記載したもので

あり、受注者は本仕様書に従い業務を遂行するものとする。 

 

２ 業務内容 

（１）猪苗代湖北岸部（ヒシ繁茂地帯）における底質調査 

猪苗代湖北岸部において植物の枯死堆積物の分布状況を調査し、ヒシ回収による枯

死堆積物の低減効果を確認する。また、採取した枯死堆積物等の溶出試験を行い、水質

に与える影響を確認する。 

ア 実施時期 

  令和６年９月～１０月 

イ サンプリング地点 

・猪苗代湖北岸部１０地点程度（水深 50cm前後の場所を想定） 

・毎年ヒシ回収を実施している場所やヒシ回収を実施していない場所、ヒシが少な

い場所等、発注者と協議の上サンプリング地点を決定する。 

ウ サンプリング及び現地測定 

（ア）サンプリング 

・アクリル製採泥管で底質を採取する。現地測定とは別に、含有試験用と溶出試験

用として１地点につき２回程度採取する。 

   （イ）現地測定 

・採取の際には、気温、水温、水深、緯度経度等を計測し記録する。 

・チューブ内の底質の堆積状況を確認し、層の厚さを計測する。 

・チューブから層ごとに分けて採取し、現地測定項目（泥色、性状、臭気、酸化還

元電位）を計測し記録する。 

エ 枯死堆積物等の検体の選定 

・１０地点から採取した枯死堆積物等のうち、代表的なサンプルを含有試験用及び

溶出試験用として５検体選定する。 

※枯死堆積物や、粘土層、砂層などを選定することを想定。 

 



オ 各地層の含有試験 

・選定した５サンプルについて、底質調査方法（環境省）により次の項目の含有試

験を行う。 

強熱減量、ｐＨ、全窒素、全りん、有機炭素 

カ 各地層の溶出試験 

（ア）検液の作成 

・選定した５サンプルについて、土壌溶出試験（環境庁告示第 46 号）により検液を

作成する。 

（イ）検液の分析 

 ・（ア）により得られた検液（５検体）について、次の項目の濃度分析を行う。 

ｐＨ、全窒素、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、全りん、りん酸、

全有機炭素 

 

（２）猪苗代湖のヒシの腐葉土の有効性の確認 

ヒシの腐葉土の成分分析を行い有害物質等の含有を確認すると共に、コマツナ発芽

試験を実施し、その有用性を確認する。 

ア 検体の採取 

     発注者が指定する場所において検体（猪苗代湖のヒシの腐葉土（緑肥））を採取

する。 

イ ヒシ腐葉土の成分分析 

     採取したヒシ腐葉土１検体について、肥料等試験法により次の項目を測定する。 

ｐＨ、含水率、全窒素、りん酸、カリウム、石灰、亜鉛、銅、有機炭素、炭素窒

素比、ひ素、カドミウム、ニッケル、クロム、水銀、鉛 

ウ コマツナ発芽試験 

家畜ふん堆肥の品質評価利用マニュアル（農林水産技術会議）を参考に下記のと

おり試験を行う。 

a）市販の腐葉土、ヒシ腐葉土１検体の計２検体を蒸留水で振とうし、ろ過したも

のを検液とする。 

b）シャーレ等を用いてコマツナの種子をろ紙上に並べ、検液をそぞぎ入れ、恒温

槽内で発芽させる。恒温槽の温度は、適温と低温の２パターン行う。また、各

条件には比較対照として蒸留水でも発芽試験を行う。 

c）それぞれ条件における発芽までに有した日数や発芽率、外観及びその長さ（葉、

根、細根）の状況を記録し評価する。 

 

３ 成果品 

受注者は業務期間終了時までに２に規定する業務の実績を報告書としてとりまとめ、

電子媒体及び紙媒体で発注者に提出すること。 

（１）とりまとめ内容 

 ア 調査項目の測定結果（計量証明書、一覧表等を添付） 

 イ 底質の採取場所とその柱状図 



 ウ 試料採取記録（現場野帳の写し、写真等を添付） 

 エ 試験記録（コマツナ発芽試験の写真等を添付） 

（２）提出物 

ア 電子媒体（CD-R等） 提出部数 １部 

・ファイル形式 

ワードプロセッサーは Microsoft社製 word形式（Word2003以上で読めること。）。 

表計算ソフトは Microsoft社製 Excel形式（Excel2003以上で読めること。）。 

イ 紙媒体 提出部数 ２部 

・形式 Ａ４判（製本）であること。 

 

４ 著作権等の扱い 

（１）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権、所有権及び二次

的著作物の利用に関する原著作者の権利（以下「著作権等」という。）は、発注者が保

有するものとする。 

（２）成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」

という。）の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（３）納入される成果物に既存著作物が含まれる場合は、受注者が当該既存著作物の使用

に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

 

５ 提出書類 

受注者は、契約締結後速やかに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）業務着手届（任意様式） 

（２）実施計画表（任意様式） 

（３）その他、発注者が業務に必要と認める書類 

 

６ 業務期間 

契約の日から令和６年１１月２９日 

 

７ その他 

（１）本業務の遂行に必要となる経費（消耗品、旅費、資料作成費、郵送費、印刷費等）

は契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以外の費用を負担しない。 

（２）業務に係る記録については、ホームページ等で外部に公表する可能性があるため、

関係者から事前に了承を得ておくこと。 

（３）業務の実施に当たり知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

（４）本仕様書に記載されていない事項であっても、業務遂行にあたり必要な事項につい

ては、受注者の責任の下で充足すること。 

（５）その他、本仕様書に定めのない事項については、必要の都度、発注者と協議して定

める。 
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